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平成 18 年に明らかになったガス瞬間湯沸器の不具合による一酸化炭素中毒死事故や家

庭用シュレッダー事故等では、それまでに同様の事故が発生していることを知っていた製

造事業者から行政機関に報告がなかったことから行政機関の対応に遅れが生じ、被害が拡

大したとの指摘がなされた。 

これを受け、国は平成 18年に消費生活用製品安全法（昭和 48年法律第 31号）を改正し、

消費生活用製品の製造・輸入事業者の責務として、製品事故に関する情報の収集、当該情

報の一般消費者への提供、事故の発生原因に関する調査及び危害の発生・拡大の防止のた

めの措置の実施を規定するとともに、製造・輸入事業者に対して、重大製品事故の主務大

臣への報告を義務付けた。 

重大製品事故は、上記報告制度が開始された平成 19 年５月 14 日から 22 年３月 31 日ま

での間に計 3,774 件報告されている。また、平成 21 年３月 31 日までに、製造・輸入事業

者等により 103製品の回収等が行われている。 

さらに、国は、これまで産業振興に偏りがちであった行政を消費者目線に立ったものに

転換するため、平成 21年９月１日に消費者庁及び消費者委員会を設置し、製品の安全対策

を含め、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて

の取組を進めているところである。 

このように、製品の安全対策については、行政機関や製造・輸入事業者等による取組が

進められているが、一方で、関係機関における製品事故の把握が遅い、事故の発生原因の

究明に時間を要している、製品事故に関する消費者への情報提供が不十分である、事故製

品の回収が進んでいないなどの問題が指摘されている。 

この行政評価・監視は、これらの状況を踏まえ、消費者が安心して安全で豊かな消費生

活を営むことができる社会を実現するため、消費生活用製品による消費者の生命又は身体

に対する危害の防止を図る観点から、行政機関等における製品安全対策の実施状況を調査

し、関係行政の改善に資するために実施したものである。 
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